
員会を開催 し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報 します。

6 成年後見制度の利用支援
・   利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応

じて、行政機関等の関係窓日、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援

します。

7 虐待等に係る苦情解決方法

①虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告しま

す。

②苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生

じないよう細心の注意を払つて対処します。

② 対応の結果は相談者にも報告します。

8 当計画の閲覧について

当計画は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、

ホームページ上に公表します。

9 その他

権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加

し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。

付則

2023年 4月 14日 より施行 します。
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